
証券コード　8215
平成27年６月12日

株 主 各 位
東京都中央区湊二丁目４番１号

株式会社 銀 座 山 形 屋

代表取締役社長　山　形　政　弘

第71期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第71期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年6月27日（土曜日）午
後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具
記

１．日 時 平成27年６月29日(月曜日）午前10時
２．場 所 東京都中央区築地三丁目１番５号

銀座キャピタルホテル　新館２階「カトレア」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間
違えのないようご来場お願い申しあげます。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第71期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第71期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正

が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.ginyama.co.jp）に掲載させていただきます。
◎株主総会ご来場の株主様へのお土産は、とりやめております。何卒ご理解いた
だきますよう、お願い申しあげます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府や日本銀行による経済対策や金融

政策の効果などから企業収益に改善の動きが見られ、緩やかな回復基調で推移し

ました。しかしながら、4月の消費税増税後からの個人消費は力強さに欠ける状況

が長期化し、原材料の高騰や電気料金の高止まり等、引き続き不透明な状況が続

くと思われます。

このような環境のもと当社グループは「安定した利益とキャッシュ・フロー」

を出せる経営基盤の確立の方針のもと、収益力向上に努めてまいりました。

第一として、銀座山形屋の服づくりのこだわり「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡ

Ｎ」・「着心地と品質」を柱に、「世界一のオーダーメイド企業をつくる」。

第二として「お客様から見た商品やサービスの価値を最大化する努力をするこ

とにより、ファッションを通じ、いきいきとした生活、楽しい生活、充実した生

活を提案し続ける」という経営理念に基づき行動する。

第三として「従業員全員がオーダーメイドのプロ」として、服づくり・採寸接

客の技術を“ぶれることなく”継続して磨き続けること、によりグループ企業一

体となり下記の施策を実行いたしました。

1） 販売員ひとりひとりがレベルアップし「満足されたお客様は２度目もご愛

用いただける。100％のリピートオーダーを目指す」を目標に再客（リピータ

ー）を満足度のものさしとし、品質・品揃え・価格・接客・知識すべての分

野において、本物のプロとしてのテーラー集団をつくりあげてまいりました。

2） お客様に魅力的なブランドを認知していただくために「銀座山形屋ブラン

ド」は、昨年の秋冬、コートに新たなモデルを開発し、銀座発信の都会的で

洗練された、ファッションスタイルを提案させていただきました。

お洒落に拘りを持ったお客様への「サルトリア　プロメッサブランド」は、

35歳をメインターゲットにイタリアの洋服文化を感じていただきながら、「あ

なたを包む価値ある一着」のコンセプトのもと、スーツを主軸として提案を
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してまいりました。

女性のためのベーシックデザインを基本とした「ミスターナブランド」は、

30歳から40歳を中心に、自分の体型にあった拘りの一着をお客様にお届けす

ることにより満足感を提案し、パターンオーダーメイドシステムを更に強化

し、他社とは一味違う着心地感とファッション性を追求してきました。

3） 製造事業会社に属する「ブレフブランド」は、オーダースーツの入門編と

して28歳をメインターゲットとし、当社グループの既存ブランドではアプロ

ーチできていなかった若年層のお客様に対して、“オーダーの楽しさ”“新

鮮さ”を提案してまいりました。今年2月、若年層に人気のある町、吉祥寺に

4店舗目を出店させていただきました。

　また、インターネットによるオーダースーツブランド「スーツファクトリー

dpi」は、楽天ショッピングモール、ヤフーショッピングモールへの出店で、

40歳をターゲットに販売強化してまいりました。

4） 製造部門におきましては、ＴＳＳ手法の活用で「ムダ・ムリ・ムラ」のな

い製造工程をつくり上げ、安定した品質向上のできる生産体制による魅力あ

る商品づくり、物流システムを見直し販売体制との効率的な仕組みをつくり

上げてまいりました。また、長期的視点から国内縫製を確固たるものにする

ため、積極的投資と服づくりの業務に精通した次のプロ人材を育てるべく、

教育に重点をおきました。

5） 固定費削減におきましては、ひとつひとつ費用の見直しを継続して行ない

経費削減への取り組みを速やかに実施してまいりました。

＜当社グループの営業の経過および成果＞

主力のオーダーメイド販売が好調に推移し、既製コートの売上高減少や消費税

増税の影響はありましたが当連結会計年度の経営成績は、売上高48億1千5百万円

（前期比6.5％増）となりました。

オーダーメイドスーツ売上高の増加は、品質に拘り、テーラー銀座山形屋のプ

ロとして一着一着を大切に販売することを“ぶれることなく”継続し続けてきた

ことにより、結果として着数が増加し、1着当たりの販売単価が1,300円ほどアッ

プしたことが要因であります。販売費及び一般管理費は出店費用・新卒採用増等

により増加いたしましたが経常利益は2億3千9百万円（前期比45.0％増）となりま
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した。また、投資有価証券評価損の計上20百万円等により当期純利益は1億9千万

円（前期比44.0％増）となりました。

なお、店舗の状況につきましては、ブレフ4号店を吉祥寺パルコに出店し、営

業部門を渋谷区千駄ヶ谷に移転したことにより、当連結会計年度末における店舗

網は、㈱ウィングロード23店舗、日本ソーイング㈱8店舗であり、グループ合計で

31店舗になっております。

＜当社の営業の経過および成果＞

当事業年度における売上高は2億4千4百万円（前期比5.6％減）、経常利益にお

きましては子会社への貸付金に対する貸倒引当金戻入益の計上等により1億7千5

百万円（前期比6.7％増）となりました。当期純利益は、1億8千9百万円（前期比

8.2％増）となりました。

②　設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資総額は１億４千２百万円であり、主な

ものは工場の機械設備等でありました。

③　資金調達の状況

当連結会計年度における新株式および社債の発行等による資金調達は、

行っておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

区 分
第68期

平成24年３月
第69期

平成25年３月
第70期

平成26年３月
第71期

平成27年３月

売 上 高 4,225 百万円 4,312 百万円 4,519 百万円 4,815 百万円

経常利益又は損失（△）
△101
[△91]

百万円 27 百万円 165 百万円 239 百万円

当期純利益又は損失（△）
△235
[△224]

百万円 6 百万円 132 百万円 190 百万円

１株当たり当期純利益又は損失(△)
△13.62
[△13.02]

円 0.36 円 7.65 円 11.02 円

総 資 産 4,200 百万円 4,180 百万円 4,466 百万円 4,795 百万円

純 資 産
2,516
[2,635]

百万円 2,512 百万円 2,792 百万円 3,017 百万円

（注）1.第71期（当期）の状況につきましては、１．企業集団の現況(1) 当事業年度の事業の状

況をご参照ください。

2.第68期の数値は、誤謬の訂正による遡及処理後の数値であります。

3.一部従業員（定年退職者等）の退職給付引当金の計上に関して、退職給付引当金の計上

不足が判明し、過年度に遡り訂正をした結果、第69期期首の利益剰余金が118,914千円減

少しております。

4.上記の［　］内の数値は、誤謬の訂正による遡及処理前の数値であります。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名
グループ内
位 置 付

資 本 金
議決権
比 率

主 要 な 事 業 内 容

日 本 ソ ー イ ン グ ㈱ 工 場 会 社 １億円 100％
当社グループ会社の紳士服・婦
人服の受託縫製加工および店舗
販売

㈱ ウ ィ ン グ ロ ー ド 販 売 会 社
5,000
万円

100％
紳士服・婦人服・既製洋品の店
舗販売および小売販売

㈱銀座山形屋トレーディング 販 売 会 社
5,000
万円

100％
紳士服・婦人服の卸販売および
受託加工販売
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(4) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、景気回復の兆しを感じられるものの、個人消費

の回復遅れや円安による原材料価格の上昇など、当業界をとりまく環境は依然厳

しい局面が続くと予想されます。

このような状況のもと当社グループは、営業利益および営業キャッシュ・フロ

ーの継続的黒字化の基盤を構築するため既存事業の客数・品質を向上させながら

販売の拡大・強化を図ってまいります。

1） 販売員が行為行動に基づき「満足されたお客様は２度目もご愛用いただけ

る。100％のリピートオーダーを目指す」を目標に再客（リピーター）を満足

度のものさしとし、品質・品揃え・価格・接客・知識すべての分野において

接客レベルを上げ、本物のプロとしてのテーラー集団をつくりあげてまいり

ます。

2） ブランドにおいてはそれぞれの嗜好の異なるお客様に向けて、更なる魅力

的なブランドを認知していただく為に、「銀座山形屋ブランド」は、銀座流

の良質な大人の装いをテーマに、安心できる納得の品質でお客様に満足感を

提案してまいります。脱背広のマーケットが広がる中、カスタマイズされた

自分だけの一着を求めるマーケットは、確実に広がっています。ビジネスス

ーツにおいては奇をてらわずに、上質でベーシックなものを更に提案してま

いります。

「サルトリア　プロメッサブランド」は、季節に合わせた着こなし提案、お客

様それぞれの嗜好に合わせた着こなし提案をさせていただき、イタリアの洋

服文化を感じていただきながら「あなたを包む価値ある一着」のコンセプト

を提案させていただきます。今秋冬シーズンでは、新たにコートでの新モデ

ルを提案させていただきます。

「ミスターナ　ブランド」は、30歳から40歳を中心に、自分の体型にあった「あ

なただけの一着」をお客様にお届けします。今春夏シーズンは、テーラーメ

イドスーツを基本に、エレガンスとの融合を図り、新しいビジネスファッシ

ョンを提案させていただきます。

3） 「ブレフブランド」は、オーダースーツの入門編として28歳をメインター

ゲットとして、提案させていただいております。2月出店の吉祥寺店も順調に

売り上げを伸ばしており、今後もマーケット分析を行いながら、更なる出店

を目指していきます。

インターネットによるオーダースーツブランド「スーツファクトリーdpi」

は、楽天・ヤフーのショッピングモールでの出店で、実店舗の接客レベル、
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商品展開レベルに如何に近づき、距離・時間を超えたサービスを実現してい

けるかをテーマに、さまざまなネット販売方法・ホームページ・ターゲット

層等をオーダースーツとして更に深耕拡大してまいります。

4） 製造部門におきましては、昨年から実施しているプロ人材教育の対象者を

増やし、更にグレードアップさせていきます。「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡ

Ｎ」への拘りのもと、更なる設備投資と人材投資を軸に、お客様にご満足の

いただける品質をつくり上げてまいります。

5） 固定費削減におきましては、ゼロベースを基本に現状費用の見直しを継続

して行いながら、費用対効果を見極め、選択と集中を速やかに実施してまい

ります。

当社グループは「世界一のオーダーメイド企業をつくる」・「200年企業を目指

す」ことを、これからも邁進してまいりますので、引き続き株主の皆様の一層の

ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

当社グループは、当社および連結子会社３社により構成されており、紳士

服・婦人服等アパレル製品の商品企画、製造、販売および靴・鞄・衣料雑貨

品・服飾雑貨品・洋服生地等の販売ならびにソフトウェアの開発、販売、情

報処理業務等を主な事業内容としており、当社は子会社の株式を所有するこ

とによる、当該会社の支配・管理を行っております。

(6) 主要な営業所および工場（平成27年３月31日現在）

①　当社の事業所

会 社 名 事業所 所 在 地

㈱ 銀 座 山 形 屋 本 社 東京都練馬区
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②　連結子会社

会 社 名 事業所 所 在 地

日 本 ソ ー イ ン グ ㈱

本 社 東京都練馬区

店 舗 東京都８店舗

営業所 東京都千代田区

工 場 北海道芦別市・岩手県二戸郡・福岡県飯塚市

㈱ ウ ィ ン グ ロ ー ド

本 社 東京都練馬区

店 舗 北海道５店舗・千葉県３店舗・埼玉県１店舗・
東京都８店舗・神奈川県５店舗・大阪府１店舗

営業所 東京都渋谷区・大阪市中央区

㈱銀座山形屋トレーディング

本 社 東京都渋谷区

営業所 札幌市北区・仙台市泉区・新潟市西区・名古屋市昭和区・
大阪市西区・広島市西区・福岡市博多区

(7) 使用人の状況（平成27年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

398（226）名 15（△5）名増

（注）　使用人数は就業員数であり、（外書）内は、パートタイマーの年間平均雇用人員（８時

間換算）であります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

19（1）名 －（-）名増 55.1歳 30.4年

（注）　使用人数は就業員数であり、（外書）内は、パートタイマーの年間平均雇用人員（８時

間換算）であります。また、出向者48名は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年３月31日現在）

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成27年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 普通株式　35,706,000株

②　発行済株式の総数 普通株式　18,044,715株

③　株主数 3,197名

④　大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 カ ネ ヨ シ 5,600,000株 32.4％

山 形 政 弘 873,360株 5.1％

金 澤 良 樹 690,000株 4.0％

Ｇ Ｙ 会 持 株 会 618,000株 3.6％

ザ  バ ン ク  オ ブ  ニ ユ ー ヨ ー ク
ノ ン ト リ ー テ イ ー
ジ ヤ ス デ ツ ク  ア カ ウ ン ト

600,000株 3.5％

Ｂ Ｔ Ｃ 協 同 組 合 565,000株 3.3％

中 　 島 　 眞 喜 子 374,638株 2.2％

田 　 邉 　 友 紀 恵 374,463株 2.2％

カ ネ 美 食 品 株 式 会 社 250,000株 1.4％

東 京 注 文 服 専 門 店 会 協 同 組 合 245,000株 1.4％

（注）　持株比率は自己株式（784,586株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（平成27年３月31日現在）

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

氏 名 地位および担当 重 要 な 兼 職 の 状 況

山 形 政 弘 代表取締役 社 長 株式会社新橋山形屋代表取締役社長

竹 下 　 仁 取 締 役

小 口 弘 明 取 締 役

長 沢 勝 也 取 締 役

中 島 紘 一 常勤監査役

若 山 正 彦 監 査 役
若山法律事務所所長、
株式会社東京デリカ　社外監査役

中 島 弘 紀 監 査 役

安 部 修 武 監 査 役

（注）１．監査役若山正彦氏及び監査役安部修武氏は、社外監査役であります。
２．当社は、監査役若山正彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
３. 代表取締役副社長渡邉啓氏および取締役豊田眞吾氏は、平成26年６月27日開催の第70

期定時株主総会終結のときをもって辞任いたしました。

②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

2名
（－）

16,425千円
（－）

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

4
（2）

10,600
（3,600）

合 計 6 27,025

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、昭和61年４月28日開催の第41期定時株主総会において月額

20,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第50期定時株主総会において月額

3,000千円以内と決議いただいております。
４．支給額には、当事業年度に係る役員退職慰労金の支払に対する引当金繰入額（取締役

に対し1,725千円、監査役に対し400千円）が含まれております。
５．上記のほか、平成26年6月27日開催の第70期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労

金を退任取締役1名に1,503千円支給しております。

③　社外役員に関する事項

１）他の法人等の重要な兼任の状況および当社と当該他の法人等との関係

監査役若山正彦氏は、株式会社東京デリカの社外監査役であります。

なお、当社は株式会社東京デリカとの間に取引関係はありません。
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２）当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

区分 氏 名 取締役会（13回開催） 監査役会（4回開催）

監査役 若 山 正 彦

当事業年度開催の取締役会には

12回出席し、必要に応じ、主と

して弁護士としての専門的見地

から発言を行っております。

当事業年度開催の監査役会には

すべて出席し、必要に応じ、主

として弁護士としての専門的見

地から発言を行っております。

監査役 安 部 修 武

当事業年度開催の取締役会には

11回出席し、経営および管理の

経験を通じて議案審議等に必要

な意見を適宜述べております。

当事業年度開催の監査役会には

すべて出席し、経営および管理

の経験を通じて議案審議等に必

要な意見を適宜述べておりま

す。

　　④　社外取締役を置くことが相当でない理由
　当社は、従前より社外取締役の選任について検討しておりましたが、前回
改選期には適切な候補者がみつからず、当事業年度末日において社外取締役
を置いておりません。
　しかしながら、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、
社外取締役の人選に努めましたところ適任者を得ることができましたので、
平成27年6月29日開催予定の第71期定時株主総会に社外取締役候補者を含む
取締役選任議案を上程いたします。

(4) 会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ
②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

23,000千円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業
年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に
関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会
において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・当会社は、取締役及び使用人の法令及び定款遵守をあらゆる企業活動の

前提として社会規範・倫理観・価値観に基づき誠実に行動することを徹

底しております。

・代表取締役は、コンプライアンス全体に関する総括責任者として担当取

締役を任命し管理部がコンプライアンス体制の構築・維持・整備にあた

っております。

・取締役会は１ヶ月に１回以上開催し、法令で定められた事項及び問題点

の把握に努め、役職員の職務の適合性を確保する体制をとっております。

また、匿名での通報を認めるとともに通報相談を受付ける通報相談窓口

を設けております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき

作成し、必要に応じて取締役・監査役・会計監査人等が閲覧・謄写可能

な状態に管理する保存及び廃棄に関する文書管理規程により進めており

ます。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・代表取締役を、当社グループ全体に関するリスク管理体制の総括責任者

とし、管理部がリスク管理規程・リスク管理体制の構築及び運用を進め

ております。

・グループ会社の長である取締役及び使用人は、各社に内在するリスクを

把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、定期的にリ

スク管理の状況を取締役会に報告しております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社グループは持株会社制（分社制度）を採用しており、業績への責任

を明確にするとともに、資本効率の向上を図っております。

・取締役及び監査役並びにグループ各社の代表取締役・事業部長が出席す

る経営会議及び子会社月次業績報告会を毎月１回以上開催し、経営方針

の徹底、業務執行に関する重要事項の決定、利益計画の進捗状況を監督

し効率的な運営体制をとっております。
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⑤　当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制

・持株会社である当社は、当社グループ全体の人事・総務・経理・財務を

担当する管理部を設置し、管理部はグループ各社の事業部門からは独立

しておりグループ全体の業務の適正を確保する体制を構築し運用してお

ります。

・取締役及びグループ各社の幹部が出席する子会社月次業績報告会を毎月

１回以上開催し、当社との連携・情報の共有を保ちつつ、グループ各社

の規模・事業の特質を踏まえ、自律的にグループ各社における内部統制

の実効性を高める施策を実施するとともに、必要に応じてグループ各社

への指導・支援を行っております。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関す

る事項

・現在、監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりませんが、必要に

応じ、内部監査室とグループ各社との連携をとり同使用人を置くことと

しております。なお、同使用人の任命・異動・懲戒は、監査役会の意見

を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保

するものであります。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確

保するための体制

・取締役及び使用人は、当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれの

ある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反を発見したとき、そ

の他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、遅滞なく

監査役会に報告するものとしております。なお、前記にかかわらず、監

査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対し報告を求めることができ

るものであります。

・監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、取

締役会及びグループ各社の代表取締役が出席する経営会議等重要会議に

出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取

締役及び使用人にその説明を求めております。また、「監査役会規程」

及び「監査役監査規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を

確保するとともに、監査役は内部監査室及び会計監査人と連携をとり効

果的な監査業務の遂行を図っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

原 材 料

仕 掛 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,002,921

1,102,423

557,165

144,202

117,395

23,530

59,897

△1,692

2,792,613

462,583

126,105

102,846

26,947

193,078

13,605

4,332

2,956

1,375

2,325,697

1,435,943

770,746

133,259

△14,251

流 動 負 債 765,644

買 掛 金 205,507

未 払 金 147,826

リ ー ス 債 務 5,979

未 払 法 人 税 等 17,021

未 払 消 費 税 等 105,312

ポ イ ン ト 引 当 金 41,177

そ の 他 242,818

固 定 負 債 1,012,447

リ ー ス 債 務 14,661

繰 延 税 金 負 債 131,705

退職給付に係る負債 579,233

役員退職慰労引当金 87,048

預 り 保 証 金 12,110

資 産 除 去 債 務 187,688

負 債 合 計 1,778,092

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,738,597

資 本 金 2,727,560

利 益 剰 余 金 90,966

自 己 株 式 △79,929

その他の包括利益累計額 278,844

その他有価証券評価差額金 278,844

純 資 産 合 計 3,017,442

資 産 合 計 4,795,535 負債・純資産合計 4,795,535

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,815,796

売 上 原 価 2,214,874

売 上 総 利 益 2,600,921

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,438,362

営 業 利 益 162,558

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 32,055

助 成 金 収 入 20,836

受 取 手 数 料 14,885

そ の 他 10,373 78,150

営 業 外 費 用

支 払 利 息 700

そ の 他 595 1,296

経 常 利 益 239,412

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 20,000

減 損 損 失 5,165 25,165

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 214,246

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,670

法 人 税 等 調 整 額 2,400 24,070

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 190,176

当 期 純 利 益 190,176

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成26年4月1日　残高 2,727,560 △99,209 △79,517 2,548,834

連結会計年度中の変動額

当 期 純 利 益 190,176 190,176

自 己 株 式 の 取 得 △412 △412

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 － 190,176 △412 189,763

平成27年３月31日　残高 2,727,560 90,966 △79,929 2,738,597

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金

平成26年4月1日　残高 243,742 2,792,576

連結会計年度中の変動額

当 期 純 利 益 190,176

自 己 株 式 の 取 得 △412

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

35,102 35,102

連結会計年度中の変動額合計 35,102 224,865

平成27年３月31日　残高 278,844 3,017,442

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

㈱銀座山形屋トレーディング、㈱ウィングロード、日本ソーイング㈱

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度に関する事項

すべての連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。

(4) 会計処理基準に関する事項

　①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

ロ　たな卸資産

商品　　　　　　　　　　　品番別個別法及びランク別総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）

製品及び仕掛品　　　　　　総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）

原材料　　　　　　　　　　最終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　　定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降取得の建物（建物附属設備

を除く）は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　８年～47年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

　　定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
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ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

ａ　一般債権

貸倒実績率法によっております。

ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生債権

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　ポイント引当金

将来のポイントカードの使用による費用発生に備えるため、使用実績率に基づき翌連

結会計年度以降に利用されると見込まれるポイントに対し見積額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金

役員の退職による退職慰労金支給に備えるため、支給内規に基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま

す。

⑤　消費税等の会計処理

　　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっております。

　⑥　連結納税制度の適用

　　　　連結納税制度を適用しております。

２．連結貸借対照表に関する注記

　　　有形固定資産の減価償却累計額　　　　 　1,222,819千円
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３．連結損益計算書に関する注記

(1) 減損損失

当連結会計年度において当社グループは、以下の資産グループについて減損損失5,165千円

を計上いたしました。

用途 種類 場所

営業店舗

及び営業所
建物及び構築物、工具器具及び備品、電話加入権 東京都中央区他2件

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗及び営業所を基本単

位としてグルーピングしております。ただし、将来の使用が見込まれない遊休資産は、個別

の資産グループとしております。

営業店舗及び営業所

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、また継続してマイナスとなる見込

みである営業店舗及び営業所について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（5,165千円、内訳：建物及び構築物4,994千円、工具器具及び備品71千円、

電話加入権99千円）として特別損失に計上いたしました。なお、回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、回

収可能価額は零として算定しております。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 18,044,715株 －株 －株 18,044,715株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 782,169株 2,417株 －株 784,586株

（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。
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(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になる

もの

　　　　平成27年６月29日開催予定の第71期定時株主総会において、次のとおり付議します。

　　　　　・普通株式の配当に関する事項

　　　　　　（イ）配当金の総額 …………………………………………51,780千円

　　　　　　（ロ）配当の原資 ……………………………………………利益剰余金

　　　　　　（ハ）１株当たり配当額 ……………………………………３円

　　　　　　（ニ）基準日 …………………………………………………平成27年3月31日

　　　　　　（ホ）効力発生日 ……………………………………………平成27年6月30日

５．金融商品に関する注記

　　(１) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部

留保を財源に経営活動を行っており、原則として借入金に依存しておりません。

　一時的な余資は流動性の高い金融資産で運用しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リス

クに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を

行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としています。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関

係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されています。

　敷金及び保証金は、主に店舗及び営業所の賃借に係るものであり、貸主の信用リスクに晒

されております。当該リスクに関しては当社の与信管理規程に従い、貸主ごとの残高管理を

行っております。

　営業債務である買掛金及び未払金は3ケ月以内の支払期日です。これらは、流動性リスク

に晒されておりますが、当該リスクに関しては、資金繰表を作成するなどの方法により実績

管理しております。

　預り保証金は、得意先に対する営業債権の担保として預っているものであります。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる

ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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(2)　金融商品の時価等に関する事項

　　平成27年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

　のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んで

　おりません。((注2)参照)。

連結貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

①現金及び預金 1,102,423 1,102,423 －

②受取手形及び

　売掛金
557,165 －

　貸倒引当金（※） △46

557,118 557,118 －

③投資有価証券

　その他有価証券 1,426,275 1,426,275 －

④敷金及び保証金 770,746 768,747 △1,998

資 産 計 3,856,563 3,854,564 △1,998

①買掛金 205,507 205,507 －

②未払金 147,826 147,826 －

③未払法人税等 17,021 17,021 －

④未払消費税等 105,312 105,312 －

⑤預り保証金 12,110 12,101 △8

負 債 計 487,777 487,769 △8

　　（※）受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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　(注１)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

　資　　産

①現金及び預金及び②受取手形及び売掛金

　　　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

　　ら、当該帳簿価額によっております。

③投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の時価によっております。

　なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計

上額と取得原価との差額は次のとおりであります。

取得原価

(千円)

連結貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 株式 1,018,727 1,426,275 407,548

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 株式 － － －

合計 1,018,727 1,426,275 407,548

④敷金及び保証金

　　　これらの時価については、返還時期を見積もったうえ、将来キャッシュ・フローを国債

　　の利回り等適切な指標に基づいた利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　負　　債

　①買掛金、②未払金、③未払法人税等並びに④未払消費税等

　　　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

　⑤預り保証金

　　　当社では預り保証金の算定は返還時期を見積もったうえ、将来キャッシュ・フローを

　　国債の利回り等適切な指標に基づいた利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注２)時価を算定することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金

　　融商品の時価情報の「③投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 9,668
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６．退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職給付制度については、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく社内積立の退職

一時金制度と確定給付企業年金制度を併用しております。一部の連結子会社では、中小企業

退職金共済制度を採用しております。

(2) 確定給付制度

   1.簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 592,785千円

　退職給付費用 66,407千円

　退職給付の支払額 △66,296千円

　制度への拠出額 △13,664千円

退職給付に係る負債の期末残高 579,233千円

   2.退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負

債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務 614,081千円

年金資産 △198,323千円

415,757千円

非積立型制度の退職給付債務 163,476千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 579,233千円

退職給付に係る負債 579,233千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 579,233千円

   3.退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 66,407千円

   4.確定拠出制度

確定拠出制度の要拠出額 3,698千円
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７．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動の部

繰延税金資産

商品評価損 13,753千円

未払事業税等 2,441千円

繰延税金資産小計 16,195千円

評価性引当額 △16,195千円

繰延税金資産合計 －千円

固定の部

繰延税金資産

貸倒引当金 5,463千円

投資有価証券評価損 49,726千円

減損損失 26,603千円

退職給付に係る負債 180,054千円

役員退職慰労引当金 28,405千円

資産除去債務 62,093千円

繰越欠損金 425,291千円

その他 14,326千円

繰延税金資産小計 791,964千円

評価性引当額 △791,964千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除却費用 3,002千円

その他有価証券評価差額金 128,703千円

繰延税金負債純額 131,705千円
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　(％)

法定実効税率 35.6

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

未計上の繰延税金資産

△2.6

△226.6

住民税均等割等 3.6

繰越欠損金の期限切れ 193.1

税率差異等 5.6

その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 11.2

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正

する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開

始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰

延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から平成27年４月

1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1％に、平成28年４月

1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3％となりま

す。

この税率変更により、繰延税金負債の金額が13,963千円、法人税等調整額が215千円それぞれ

減少し、その他有価証券評価差額金が13,747千円増加しております。

また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前

の所得の金額の100分の65相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する連結会計

年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることとなりました。

この変更による影響はありません。

　８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 174円82銭

(2) １株当たり当期純利益 11円02銭
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貸　借　対　照　表
（平成27年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

未 収 入 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

敷 金 及 び 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

954,205

904,724

2,115

3,815

43,549

2,809,331

459,218

77,866

2,828

6,864

13,416

358,242

2,282

1,173

1,108

2,347,829

1,427,200

3,150

3,059

3,070,000

252,427

78,431

31,385

△2,517,825

流 動 負 債 191,482

未 払 金 13,861

未 払 法 人 税 等 7,285

未 払 消 費 税 等 4,186

未 払 費 用 13,877

預 り 金 2,647

関 係 会 社 預 り 金 149,623

固 定 負 債 414,967

繰 延 税 金 負 債 128,263

退 職 給 付 引 当 金 186,086

役員退職慰労引当金 74,297

資 産 除 去 債 務 3,888

そ の 他 22,431

負 債 合 計 606,450

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,881,474

資 本 金 2,727,560

利 益 剰 余 金 233,843

その他利益剰余金 233,843

繰越利益剰余金 233,843

自 己 株 式 △79,929

評価・換算差額等 275,611

その他有価証券評価差額金 275,611

純 資 産 合 計 3,157,086

資 産 合 計 3,763,536 負債・純資産合計 3,763,536

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 244,185

売 上 原 価 163,133

売 上 総 利 益 81,051

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 115,033

営 業 損 失 33,981

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 63,973

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 142,000

そ の 他 3,955 209,929

営 業 外 費 用

支 払 利 息 110 110

経 常 利 益 175,836

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 20,000 20,000

税 引 前 当 期 純 利 益 155,836

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △34,779

法 人 税 等 調 整 額 1,249 △33,529

当 期 純 利 益 189,366

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
そ の 他 利 益 剰 余 金

平成26年4月1日　残高 2,727,560 44,477 △79,517 2,692,521

事業年度中の変動額

当 期 純 利 益 189,366 189,366

自 己 株 式 の 取 得 △412 △412

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

－

事業年度中の変動額合計 － 189,366 △412 188,953

平成27年３月31日　残高 2,727,560 233,843 △79,929 2,881,474

評価・換算差額等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金

平成26年4月1日　残高 241,838 2,934,360

事業年度中の変動額

当 期 純 利 益 189,366

自 己 株 式 の 取 得 △412

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

33,772 33,772

事業年度中の変動額合計 33,772 222,726

平成27年３月31日　残高 275,611 3,157,086

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式

移動平均法による原価法によっております。

②　その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を

除く）は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物８年～47年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。ただし、ソフトウェア（社内利用）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③　リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

イ　一般債権

貸倒実績率法によっております。

ロ　貸倒懸念債権及び破産更生債権

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号　

平成24年５月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第25号　平成24年５月17日)に定める簡便法により、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産に基づき計上しております。

③　役員退職慰労引当金

役員の退職による退職慰労金支給に備えるため、支給内規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。

－ 29 －



(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(5) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 541,350千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります（区分表示したものは除

く）。

短期金銭債権 41,434千円

短期金銭債務 1,525千円

３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との間の取引高は、次のとおりであります。

売上高 230,789千円

営業取引以外の取引高 32,080千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

普 通 株 式 782,169株 2,417株 －株 784,586株

（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。
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５．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動の部

繰延税金資産

未払事業税等 1,121千円

繰延税金資産小計 1,121千円

評価性引当額 △1,121千円

繰延税金資産合計 －千円

固定の部

繰延税金資産

貸倒引当金 814,264千円

投資有価証券評価損 49,383千円

減損損失 1,119千円

関係会社株式評価損 58,858千円

退職給付引当金 60,179千円

役員退職慰労引当金 24,027千円

繰越欠損金 8,117千円

資産除去債務 1,257千円

繰延税金資産小計 1,017,209千円

評価性引当額 △1,017,209千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除却費用 1,249千円

その他有価証券評価差額金 127,013千円

繰延税金負債純額 128,263千円
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因

                                                           (％)

法定実効税率 35.6

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.6

未計上の繰延税金資産 △280.1

住民税均等割等 0.6

繰越欠損金の期限切れ 227.1

税率差異等 1.2

その他 △2.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △21.5

(3）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）「地方税法等の一部を改正する

法律」（平成27年法律第2号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始す

る事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資

産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から平成27年４月1日に開

始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1％に、平成28年４月1日に開始す

る事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3％となります。

この税率変更により、繰延税金負債の金額が13,790千円、法人税等調整額が127千円それぞれ

減少し、その他有価証券評価差額金が13,663千円増加しております。

また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所

得の金額の100分の65相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から

繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることとなりました。

この変更による影響はありません。
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６．関連当事者との取引に関する注記

（1) 子会社等

属 性 会 社 の 名 称 事 業 の 内 容
議決権等
の 所 有
割合(％)

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社

日本ソーイング㈱

当社グループ会
社の紳士服・婦
人服の受託縫製
加 工
および店舗販売

100
工場賃貸、経営
指導、資金貸付
役員の兼任

賃 貸 料 78,000 － －

経営指導料 82,080 － －

資金の貸付 －
関係会社長
期 貸 付 金

180,000
貸付資金の
回 収

－

貸 付 利 息 1,800 － －

支払代行
預 り 金

176,216
関係会社
預 り 金

92,059

㈱ウィングロード

紳士服・婦人
服・既製洋品の
店舗販売および
小 売 販 売

100
経営指導、資金
貸付
役員の兼任

経営指導料 28,320 － －

貸付資金の
回 収

110,000 関係会社長
期 貸 付 金

2,590,000

貸付利息 26,480     － －

支払代行
預 り 金

95,694
関係会社
預 り 金

2,382

㈱銀座山形屋
トレーディング

紳士服・婦人服
の卸販売および
受 託
加 工 販 売

100
経営指導、資金
貸付
役員の兼任

経営指導料 35,520 －   －

貸付資金の

回 収
80,000

関係会社長
期 貸 付 金

300,000

貸付利息 3,800 － －

支払代行
預 り 金

100,787
関係会社
預 り 金

55,182

（注１）取引条件及び取引条件の決定方針等

①　賃貸料については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

②　経営指導料については、総務・人事・経理業務の引受及び役員の経営に関与する度合い

に応じた対価として収受しており、これらの役務を提供するために必要な費用を総合的

に勘案し、決定しております。

③　貸付利息については、長期プライムレートを参考に決定しております（当期末1.0％）。

④　関係会社長期貸付金に対し、合計2,517,825千円の貸倒引当金を計上しております。ま

た、当事業年度において、合計142,000千円の貸倒引当金戻入益を計上しております。

⑤　支払代行預り金の取引金額は期中平均残高によっております。

（注２）取引金額には消費税等は含んでおりません。
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(2) 役員及び個人主要株主等

属 性 会 社 の 名 称 事業の内容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

役員及び近親
者が議決権を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等
並びに当該会
社等の子会社

山 形 産 業 ㈱
不動産の
売買及び
賃 貸

－
(0.06)

不動産の賃借 賃借料支払 33,038
敷金及び保
証 金

224,996

（注１）取引条件及び取引条件の決定方針等

賃借料については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

（注２）取引金額には消費税等は含んでおりません。

（注３）当社役員山形政弘及びその近親者が議決権の100％を直接保有しています。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 182円91銭

(2) １株当たり当期純利益 10円97銭
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月25日

株式会社　銀座山形屋

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 村 浩 司 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 野 雄 二 

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社銀座山
形屋の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の
連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその
他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社銀座山形屋及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

                                                  以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月25日

株式会社　銀座山形屋

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 村 浩 司 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 野 雄 二 

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社
銀座山形屋の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第７１期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第71期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました｡

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する

ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め

る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され

ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその

構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役等と意

思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属

明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要

な会計方針及びその他の注記）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書

類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記）について検討

いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

平成27年５月27日

株式会社銀座山形屋　監査役会

常勤監査役 中 島 紘 一 

監 査 役 若 山 正 彦 

監 査 役 中 島 弘 紀 

監 査 役 安 部 修 武 

監査役若山正彦氏及び安部修武氏は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監

査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、「安定した利益とキャッシュ・フロー」を出せる経営基盤の確立の

ため、オーダーメイドを柱に「世界一のオーダーメイド企業をつくる」施策を

実行し収益力向上に努めてまいりました。また、配当についても株主の皆さま

への利益還元を経営の重要課題のひとつと認識しております。

平成20年3月期の期末配当を行ってから無配として参りましたが、全社をあげ

て業績の回復に努めてまいりました結果、第71期の期末配当につきましては、

当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して、配当の体制がととのったものと

判断し、以下のとおり復配いたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類

　　　金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　　当社普通株式１株につき３円

　　　配当総額　　　51,780,387円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　平成27年6月30日
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第２号議案　取締役６名選任の件

本定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（４名）が任期満了となりま

す。会社が対処すべき重点課題の達成及び経営体制の強化を図るため取締役２

名増員し、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番　号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

〔 重 要 な 兼 職 の 状 況 〕

所 有 す る

当社の株式数

1

やま

山
がた

形
まさ

政
ひろ

弘

(昭和22年９月24日)

昭和50年８月　当社取締役

昭和54年８月　当社常務取締役営業担当

昭和58年４月　当社専務取締役経営企画

室長

昭和61年２月　当社専務取締役商品本部

長

平成元年４月　当社代表取締役社長

平成15年６月　当社代表取締役会長

平成19年４月　当社代表取締役社長

（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱新橋山形屋代表取締役社長

873,360株

2

お

小
ぐち

口
ひろ

弘
あき

明

(昭和27年４月20日)

昭和50年４月　㈱ギンザヤマガタ入社

（現㈱銀座山形屋）

平成15年４月　㈱ウィングロード取締役

平成16年12月　同社代表取締役

平成18年６月　当社取締役

平成19年10月　㈱オリンピック入社

平成21年３月　同社退社

平成21年３月　当社入社

平成21年６月　当社取締役（現任）

8,000株

3

たけ

竹
した

下
 

　
ひとし

仁

(昭和20年７月19日)

昭和43年３月　日揮工事㈱入社

昭和62年６月　同社代表取締役社長

平成15年６月　同社退社

平成15年６月　㈱横浜化工機監査役

（現任）

平成16年６月　当社監査役

平成21年６月　当社取締役（現任）

100,000株
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候補者

番　号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位および担当

〔 重 要 な 兼 職 の 状 況 〕

所 有 す る

当社の株式数

4

なが

長
さわ

沢
かつ

勝
や

也

(昭和39年３月29日)

昭和57年３月　当社入社

平成14年４月　㈱ウィングロード　ノッ

クスウッド店舗営業課長

平成24年４月　同社店舗事業部長（現

任）

平成26年６月　当社取締役（現任）

47,910株

5

(新任)

わた

渡
なべ

邉
みつ

光
ます

潤

(昭和29年２月17日)

昭和51年４月　日本ソーイング㈱入社

昭和58年２月　当社入社

平成15年４月　経理部次長

平成20年11月　管理部長（現任）

6,000株

6

(新任)

た

田
なか

中
ひで

秀
ふみ

文

(昭和25年10月22日)

昭和48年４月　第一勧業銀行入行

平成15年２月　ゼンケンオール㈱取締役

平成20年12月　㈱ﾐﾈﾙｳﾞｧｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ代表

取締役

平成20年12月　㈱こども英会話のﾐﾈﾙｳﾞｧ

代表取締役

平成23年４月　㈱ﾃﾞｰﾀｰﾌﾟﾗﾝ代表取締役

平成25年５月　㈱イノーバー代表取締役

平成26年12月　同社代表取締役退任

－ 株

（注）①上記候補者と当社の間には、いずれも利害関係はありません。

　　　②田中秀文氏は社外取締役候補者であります。

　　　③田中秀文氏は管理および経営の豊富な経験を通じ、幅広い見識を当社の

経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願い

するものであります。
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株主総会会場ご案内図

東京都中央区築地三丁目１番５号

銀座キャピタルホテル

新館２階「カトレア」

電話（03）3543-8211

《交通機関》　地下鉄　日比谷線・築地（出口３・４）

有楽町線・新富町（出口４）


